
           広 島 県 技 能 者 表 彰 要 綱 

                         （昭和４３年広島県告示第５８３号） 

  （目的） 

 第１条 この要綱は、製造業、建設業その他の産業の分野における卓越した技能者を表彰   

  することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び   

  技能水準の向上を図ることを目的とする。 

  （表彰者及び被表彰者） 

 第２条 表彰は、知事が、次の各号のすべてに該当する者について行う。 

  (1) きわめてすぐれた技能を有する者 

  (2) 現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者 

  (3) 技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者 

  (4) 他の技能者の模範と認められる者 

  （表彰の方法） 

 第３条 表彰は、毎年１回、表彰状を授与して行うものとする。 

 ２ 表彰状の様式は、別記様式のとおりとする。 

  （被表彰者の選定） 

 第４条 表彰を受ける者は、市町長が推薦した者のうちから、知事が選定する。 

 ２ 知事は、前項の規定により選定を行うに当たっては、これを公正かつ適切に行うため、

  当該職種について専門の知識又は経験を有する者から意見をきくものとする。 

  （他の表彰との関係） 

 第５条 知事は、表彰を行った者のうちから、厚生労働大臣が行う技能者表彰への推薦を  

  行うものとする。 

  （委任規定） 

 第６条 この要綱に定めるもののほか、技能者の表彰に関し必要な事項は、別に知事が定  

  める。 

 
 別記様式（第３条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  注 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列３番とする。 

    ２ 紙質は、財務省印刷局製造みつまた局紙とする。 
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